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Cahiers d’études françaises 規定 
 

2007 年 11 月 15 日制定 

（2018 年 4 月 1 日改定） 
 

第１条（名称） 

本誌は Cahiers d’études françaises（以下 CEF と略す）と称する。 

第２条（目的） 

本誌は、フランス語フランス文学に関する研鑽の場となり、その

成果を広く発表することを目的とする。 

第３条（発行） 

本誌は CEF 編集委員会が慶應義塾大学文学部仏文学研究室より

年１号発行する。 

第４条（投稿資格） 

本誌に投稿する資格を有するのは、慶應義塾大学文学部文学研究

科仏文学専攻の修士課程あるいは博士課程に在籍する者、または

在籍した者（及び編集委員会が認めた者）とする。 

第５条（投稿論文） 

投稿論文は未発表のものに限り、その分量・体裁等は別に定める

執筆要項に従う。 

第６条（掲載） 

投稿論文の本誌掲載の可否は、CEF 編集委員会が指名する査読

委員会によって決定される。 

第７条（著作権） 

掲載論文の著作権（複製権・公衆送信権）は慶應義塾大学文学部

仏文学研究室に帰する。 

 


